
 

 
 
 工事の進捗状況について、工事に着手している街区を

紹介します。下の写真は施工前と現在の状況を比較して

います。 

 １日も早い宅地の引渡しができるように時間的緊迫

性を持ち、できる限り丁寧に取り組んで参ります。 

 

                                   

 ■施工中の４２－２街区 

 ① 宮園公民館跡地南側             

      【施工前】                  【現在の状況】 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 災害公営住宅宮園第２団地（北西側）            

      【施工前】                  【現在の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

◇益城中央被災市街地復興土地区画整理事業に関するお問い合わせ先 

 ◆お問い合わせ先 

  〒８６１－２２９５ 上益城郡益城町木山５９４ 益城町役場 仮設庁舎２Ｆ 

   益城町 復興整備課 まちづくり推進室   電話：０９６－２８９－２９３０（直通） 

  〒８６１－２２１１ 上益城郡益城町大字福原７９０  

   熊本県 益城復興事務所 区画整理工務課 電話：０９６－２３４－７３１４（直通） 

 ◆ホームページ 

  【益城町】https://www.town.mashiki.lg.jp/ 

  【熊本県】http://www.pref.kumamoto.jp/ 

− ４ − 

４．工事の進捗状況について【施工前との比較】 

② 

① 

 

ma1 日 

 

   
 日頃より土地区画整理事業へのご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。 

 また、お忙しい中、仮換地（案）の個別説明等にお時間をとっていただき、誠にありが

とうございます。お陰様で、去る１月３０日に第３期目の仮換地指定（案）を土地区画整

理審議会に諮問し、すべて原案のとおり決定することに「異議なし」との答申をいただき

ました。引き続き、全画地の仮換地指定に向けて権利者の皆様と協議・調整を進めて参り

ます。また、工事についても、昨年１１月１０日に着工式を開催し、現在、第 1 期の仮換

地指定を行った箇所を中心に工事を進めているところです。宅地の造成工事や区画道路な

どの工事を進めることで、皆さまに新しい街の姿を少しずつ実感していただければと思い

ます。 

 今後とも、事業に対するご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 
   

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■仮換地（案）の個別説明 

   第４期以降の仮換地指定に向けて、引き続き仮換地（案）の個別説明や調整を丁寧

かつ迅速に進め、合意の進んだ街区等から、順次、土地区画整理審議会に諮問し、仮

換地指定を行っていきます。 

 

 ■宅地造成工事等の着手 

   現在、仮換地指定を行った街区の宅地造成及び隣接する道路等の工事に順次着手し

ています。工事にあたり造成計画等の説明を行ったり、建物及び工作物等の移転が必

要な場合は、移転等の交渉（補償額の提示等）も進めています。 

 

 

  

 
益城中央被災市街地復興土地区画整理事業 

区 画 整 理 だ よ り 
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１．土地区画整理事業の現在の取組みについて 

− １ − 

住宅等の建築 

現在の取組み 

○仮換地（案）の個別説明 

○宅地造成工事等の着手 



 
 

 
 
 令和２年１月３０日、益城町役場において第７回

土地区画整理審議会を開催し、第３期仮換地指定

（案）についてご審議いただきました。 

 早期生活再建の促進に向け、これまでの街区単位

での仮換地指定に加えて、調整中の権利者に影響を

与えない場合は、街区を分割して指定することを報

告しました。 

 これまでの仮換地（案）の個別説明や換地調整に

より権利者全員の了承を得られた８つの街区及び３つの街区の一部、合わせて７８画地

を、仮換地指定することについて、「異議なし」との答申をいただきました。 

 今回の審議会でいただいた答申を踏まえ、第３期仮換地指定を行う箇所は以下のとおり

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．第７回 土地区画整理審議会 開催 

仮換地指定済箇所 

第３期仮換地指定箇所 

※２０街区は指定済の街区で 

あるため、上記の街区数に 

計上しない。 

− ２ − 

６街区 

１６ 
街区 

３９ 
街区 

５０街区 

４０街区 

５６ 
街区 

２０街区※ 

１７街区 

１５街区 

 

 

 現在、第１期仮換地指定を行った街区等を中心に工事に着手しております。今後も仮換

地指定を行った街区については、順次工事に着手していきます。工事期間中は近隣の皆様

には御迷惑をお掛けしますが、できる限りの騒音対策や運搬車両等の安全な通行に努めて

参りますので、ご協力をお願い申し上げます。なお、工事に関するお問い合わせについて

は、熊本県益城復興事務所区画整理工務課（電話：０９６－２３４－７３１４）までご連

絡お願いします。 

 現在の工事着手状況を下記工事位置図に記します。 

 

 ■着 手 時 期 令和 元年 １１月より施工中    （下図    ） 

           令和 ２年  ３月より順次着手予定 （下図    ） 
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３．工事のお知らせ 

− ３ − 

 

【工事位置図】 

造成街区 34街区

施工業者 株式会社 髙村建設

造成街区 27街区

施工業者 有限会社 六嘉企業

造成街区 28街区

施工業者 有限会社 松本建設

造成街区 45街区

施工業者 有限会社 六嘉企業

造成街区 20街区

施工業者 宮本建設 株式会社

造成街区 42-2街区

施工業者 有限会社 木下建設


